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１．委託業務名
SAGA唯一無二の学校魅力化促進事業における学校魅力化アドバイザー等業務

２．委託者
佐賀県教育委員会事務局　教育振興課

３．事業目的
[bookmark: _Hlk220417547]県立高校の魅力や強みを磨き上げ、県内外からの志願者を増加させ、学校の活性化を図るとともに、次世代を担う人材を育成・輩出することを目指す。

４．事業概要　
（１）カリキュラムの磨き上げによる新しい教育内容の実現【指定校】
学校魅力化アドバイザーの伴走支援により、探究学習や課題研究など、指定校のカリキュラムを磨き上げ、生徒が主体的に学び、課題解決力を育むことができる等、新しい時代における教育内容の実現を目指す。

（２）生徒の県外募集（県境対策）の促進【県内全体の県立高校】
地域における人口減少、県外流出、県内流入の状況など、生徒募集に関して県立高校が抱える課題は様々である。各学校が状況に応じて特色や強みを発信することで、県外募集の促進を行う。

[bookmark: _Hlk219817831]（３）生徒の全国募集(地域みらい留学）の促進【指定校】
全国募集に取り組む学校に学校魅力化コーディネーター（※）注１を配置し、地域みらい留学を活用してオンラインフェスや東京や大阪で開催される合同説明会での生徒の全国募集の促進を図る。

　※注１：学校魅力化コーディネーター「地域みらい留学を通じて生徒の全国募集に取り組む、有田工業高校、唐津青翔高校、牛津高校において、生徒募集活動や広報活動を担う者。」

５．委託業務の内容
（１）指定校への伴走支援
各指定校の魅力や強みを磨き上げ、県内外からの志願者を増加させるため、教育振興課と連携しながら、各指定校のニーズに合わせて訪問し、打合せやアドバイスを通じた伴走支援を行う。

※指定校とは、先進的な取組や生徒募集の強化、地域と連携した取組等が期待できる９校（有田工業高校、鹿島高校、唐津青翔高校、唐津西高校、唐津商業高校、伊万里高校、太良高校、牛津高校、鳥栖商業高校）である。

①教育振興課内での業務及び連絡調整
週に１回程度、受託者が教育振興課を訪問して委託業務に関する定期的な報告を行い、今後の打合せ、各指定校の状況等、情報の提供及びアドバイス等を行う。

②指定校への定期訪問
・各指定校の事業目標・成果指標・実施計画・事業内容等に基づき、年間の伴走計画を策定する。
・指定校を定期的に訪問し、学校の状況把握や関係職員との打合せ、情報提供やアドバイスを行う。
・各指定校との打合せ結果、情報提供、アドバイスの内容、課題、今後の進め方等を教育振興課に報告する。
・各指定校の伴走支援の回数は、全指定校で合わせて84回行う。

③指定校における職員等研修
　　　各指定校における職員研修（魅力化の取組に関する研修等）を年２回程度、実施する。
研修内容については各校と事前打合せを行い、計画書を作成し、実施後は報告書を教育振興課に提出する。

（２）学校魅力化コーディネーターへの支援
①学校魅力化コーディネーターのアドバイス
生徒の全国募集に取り組む学校（有田工業高校、唐津青翔高校、牛津高校）について、年４回程度、学校魅力化コーディネーターと担当者が参加し、全国募集における各校の広報に関する取組や情報交換の場を設定し、情報提供やアドバイスを行うなど業務遂行を支援する。

（３）指定校の学校魅力化に関するＰＤＣＡサイクルの構築支援
①学校魅力化指標の導入
　　高校魅力化評価システム（※）注２を各学校で実施する。
②学校魅力化に関する分析とＰＤＣＡサイクルの構築支援
　　高校魅力化評価システムの結果を分析し、各校にＰＤＣＡサイクルの構築に向けた支援を行う。

　※注２：高校魅力化評価システム「高校における魅力化の取組が、どのような変化をもたらしているのか定量的に可視化するためのアンケートシステムである。」

（４）研修会、情報交換会等の企画・運営
学校魅力化や県外生徒募集に関する研修会や情報交換会を行い、情報提供を行うとともに職員等の意識の啓発と事業の活性化を図る。

①管理職等研修
　　　魅力化に向けた学校経営戦略やブランディング等、管理職を対象とした研修を１回行う。
研修内容については、事前に教育振興課と打ち合わせを行い、研修実施後は報告書を教育振興課に提出する。

②生徒募集に関する情報交換会
　各県立高校における生徒募集の担当者を集め、生徒募集活動（計画策定、イベント開催等）に関する情報交換会を年２回程度実施する。
研修内容については、事前に教育振興課と打ち合わせを行い、研修実施後は報告書を教育振興課に提出する。

③魅力化に関する情報交換会
県立高校の担当者と自治体関係者による、高校の魅力化による地域の活性化や地域資源、地域の人材活用等について協議、検討する情報交換会を年２回程度行う。
研修内容については、事前に教育振興課と打ち合わせを行い、研修実施後は報告書を教育振興課に提出する。

（５）その他の留意事項
本委託業務は委託者と十分に協議の上、以下の点に留意しながら実施すること。
①契約締結後、受託者が提案する効果的な事項(独自提案)があれば、委託者と協議の上、追加することができる。ただし、委託金額内で実行可能なもので、追加予算を必要としないものに限る。
②本委託業務の実施に係る関係機関との調整や近隣対策等が必要な場合(申請・届出等含む)は、受託者がこれを行うこと。
③受託者は、本委託業務を履行する上で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
④受託者は、本委託業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。また、個人情報の取扱いについては、県が定める個人情報保護特例及び情報セキュリティポリシーを遵守すること。
⑤受託者が委託者に引き渡すべき成果物は、佐賀県の所有とする。
⑥本業務委託の実施のために制作した全ての成果物の著作権（著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。）は佐賀県に帰属し、受託者が複写、複製、抜粋、その他の形式によりほかの用に供する場合は、佐賀県の承諾を受けなければならない。
⑦受託者は、佐賀県に対し著作者人格権を行使しないものとする。
⑧受託者の有する前項所定の著作者人格権を侵害する者がいる場合、佐賀県より請求があったときは速やかに佐賀県の請求に従い、当該侵害者に対し、著作者人格権を行使するものとする。
⑨受託者は佐賀県に対して、成果物が第三者の著作権、産業財産権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
⑩受託者は、委託業務完了後、速やかに委託業務完了報告書を委託者に提出すること。
⑪本委託業務関係書類(支払関係書類を含む)については、委託業務完了後５年間保管する。
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